
 

 

 

 

 

 

 

 
 

元 JR 東労組バス関東本部役員のみで打ち

合わせと称したカラオケ店の利用や同日にラ

ーメン店を 2 軒利用してからホテルを利用す

るといった私的利用と疑われる事象に組合費

が使われていたことについて、それらの利用目

的について質問した。 

すると、「全て組織問題の打ち合わせに使

用した。ホテルは翌日の勤務が早いため利用

した。」といった内容の返答を受ける。しかし、

その証拠や根拠が一切示されないことから返

金を求めたところ、

と返答し 31,006 円

が返金される。 

 

 
 

元役員らは、旅費を支給しながらもう一度旅費を支給してい

るものやホテルに宿泊し、旅費が発生していないのにも関わら

ず、両日とも往復分の旅費を支給するといった不正行為が

多々存在した。 

これらについて、返金を求めたところ、

と返答し、19,670円の返金を受ける。

 

元議長へ紛失した会計書類の提出を求めたところ、

と返答を受ける。しかし、指定された場所に会計書類は保管されておらず虚偽の報告であった。 

その後も会計書類がどこにあるのか求めたところ、

と返答し、2018年度の会計書類が返還された。 
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組合費の私的利用は認め

られない！！ 

明らかな不正行為だ！！ 

そこまで杜撰に取り扱って

いたのか！！ 

組合費の不正利用は許されないが、返還しただけまだましか！？ 


